
広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号 

 
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ

っ
て
、
事
業
の
認
定
を
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
年
八
月
十
八
日 

広
島
県
知
事  

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

一  

起
業
者
の
名
称 

 
 

福
山
市 

二  

事
業
の
種
類 

 
 

福
山
市
坪
生
公
民
館
改
築
工
事 

三  

起
業
地
（
起
業
地
及
び
収
用
す
る
物
件
） 

 

１  

収
用
の
部
分 

 
 
 

広
島
県
福
山
市
坪
生
町
五
丁
目
地
内 

 

２  

使
用
の
部
分 

 
 
 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

福
山
市
坪
生
公
民
館
改
築
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
二
十
二
号
に

該
当
す
る
も
の
に
関
す
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断

さ
れ
る
。 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
福
山
市
は
、
起
債
及
び
一
般
財
源
に
よ
り
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

ま
た
、
福
山
市
は
、
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
改
正
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

㈠ 

福
山
市
坪
生
公
民
館
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
建
築
さ
れ
、
昭
和
六
十
三
年
に
増
築
さ
れ
た
木
造
公

民
館
で
あ
る
が
、
公
民
館
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
文
部
省
告
示
第
九
十

八
号
。
以
下
「
公
民
館
設
置
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
、
資
料
の
保
管
及
び
そ
の
利
用

に
必
要
な
施
設
並
び
に
体
育
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
な
広
場
等
を
備
え
て
お
ら
ず
、
経
年

に
よ
る
老
朽
化
も
進
ん
で
い
る
。 

 

ま
た
、
廊
下
の
幅
が
狭
い
上
、
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
敷
設
も
な
く
、
車
い
す
使
用
者
用
の
駐
車
場

が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
に
支
障
を
来
た
し
て
い
る
。 

 

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
福
山
市
坪
生
公
民
館
は
、
公
民
館
設
置
運
営
基
準
を
充
足
し
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
を
は
じ
め
、
よ
り
多
く
の
住
民
に
対
し
利
便
性
に
優
れ
る
公
民
館
に
改
築
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

他
方
、
本
件
事
業
は
、
福
山
市
教
育
委
員
会
と
協
議
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
起
業
地
内
に
お
い
て
、

起
業
者
が
保
護
の
た
め
特
別
な
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
工
事
着
手
し
て



差
し
支
え
な
い
旨
の
回
答
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
動
植
物
に
つ
い
て
、
現
地
調
査
及
び
「
改

訂
・
広
島
県
の
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
生
物
」
を
基
に
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
存
在

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
失
わ
れ
る
利
益
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本
件
事

業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈡ 

ま
た
、
本
件
事
業
の
位
置
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
福
山
市
坪
生
町
五
丁
目
移
転
案
（
以
下
「
申
請

案
」
と
い
う
。
）
の
ほ
か
、
福
山
市
坪
生
町
現
在
地
活
用
案
及
び
福
山
市
坪
生
町
四
丁
目
移
転
案
の

三
案
で
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
申
請
案
と
他
の
二
案
を
比
較
す
る
と
、
交
通
の
利
便
性
が
高
い
こ

と
、
周
辺
道
路
に
歩
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る
た
め
利
用
者
の
安
全
面
で
有
利
で
あ
る
こ
と
、
事
業
費

が
最
も
廉
価
と
な
る
こ
と
か
ら
、
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
な
面
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
申
請

案
が
最
も
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈢ 

以
上
の
こ
と
か
ら
、本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

４ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

㈠ 

３
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
福
山
市
坪
生
公
民
館
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
に
支
障
を
来
た

し
、
経
年
に
よ
る
老
朽
化
も
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
し
改

善
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
坪
生
学
区
町
内
会
連
合
会
か
ら
、
本
件
事
業
の
早
期
整
備
に
関
す
る
強
い
要
望
が
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈡ 

起
業
地
は
、
本
件
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
の
範
囲
で
あ
る
。 

㈢ 

本
件
事
業
の
起
業
地
内
に
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用
の
手
段
に
は
な

じ
ま
な
い
の
で
、
本
件
事
業
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
起
業
地
全
体
に
収
用
の
手
段
を
講
じ
る

こ
と
が
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
。 

㈣ 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
法
第
二

十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

５ 

結
論 

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五  

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

広
島
県
福
山
市
役
所 


